
報告書 １ 
 

 

  

 

「△」 部分的に達成若しくは今後達成見込みのもの 

     「×」 未達成のもの（取組方針の変更や廃止などを含む） 

 

（２）環境指標及び数値目標 

   ＊平成２３年度の数値について、項目ごとに、各課に進捗状況を求めました。 

 

 ［総括的評価］ 

   計画に位置付けられた事業のうち、「達成若しくは概ね達成（○）」と「部分的に達成 

若しくは今後達成見込みのもの（△）」を合わせると、１４５事業、７５．１％となり、 

計画期間の初年度としては順調と考えられます。また、「未達成のもの（×）」は４８事 

業になりました。未達成事業の中には７項目のアンケートが未実施も要因となります。 

   総括的な評価としては、計画期間の初年度ということもあり、事業の推進まで至らな 

かった事業もありますが、早い段階での取組みが必要と考えられます。 

 

[平成２３年度の調査結果] 

 

評  価 

項  目         

個別事業の進捗状況（事業数） 
合  計 

※(事業数) 
達成・概ね達成 

「○」 

部分的・達成見込 

「△」 

未 達 成 

「×」 

１．緑豊かな山々と美しい水辺の 

ある自然と親しみ自然と共生 

する。 

３０ １０ １４ ５４ 

２．清潔で安全・安心な生活の中 

で資源の循環を追及する 
２８ １６ １０ ５４ 

３．歴史と伝統のある地域社会の 

中で快適な暮らしを創造する 
１４ ６ ４ ２４ 

４．地域から世界を考え地球環境 

の保全に取り組む 
７ ７ ７ ２１ 

５．環境の保全に市民・事業者・ 

行政が一体となって取り組む 
１２ １５ １３ ４０ 

合    計 ９１ ５４ ４８ １９３ 

 ４７．１％ ２８．０％ ２４．９％ １００．０％ 

※事業数については、複数の課で取り組む事業があることから、合計数を記載 

 

村上市環境基本計画の進行管理について 

～平成２３年度の評価結果～ 

 

１．基本計画のめざすもの 

環境基本計画は、恵み豊かな自然との共生を図りながら、環境への負荷の少ない社会を 

築くため、基本理念を定め、市・市民・事業者の責務を明らかにし、環境の保全及び創造 

に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に策定されました。 

 この計画で目指すまちの姿は「山・川・海・豊かな自然に恵まれた歴史と伝統を継承す 

るまち」とする環境像を掲げています。 

 

２．計画の期間 

  平成２３年度から平成３２年度までの１０年間とします。ただし、経済社会情勢の変化 

 や新たな環境問題の解決に柔軟に対応するため、期間の中間年度（平成２７年度）におい 

て見直しを行い、必要に応じて計画の修正を行います。 

 

３．環境基本計画の具体的な展開 

  村上市環境基本計画の実効性を高めるために、基本目標を個別に分類し、それに関する 

政策方針を定め、さらに細分化した事業に位置付けています。また、総合計画との整合性 

を考慮し、成果指標として目標値を設定しています。 

 そして、毎年、施策展開の方向ごとに位置付けられた個別事業の進捗状況を点検・評価 

することで、取組みを着実に進めています。 

 

４．環境基本計画進の行管理（評価結果） 

  今年度は、基本計画のマトリックスに基づき、関係各課に対し、平成２３年度分の個別 

事業の進捗状況を求めました。また、評価の判断理由、今後の取組み等についても併せて 

調査を実施し、これを環境課で検証して、総括的な評価を行いました。 

 調査の概要及び総括的評価は次のとおりです。 

［調査概要］ 

 （１）個別事業 

＊調査目的 施策の展開の方向ごとに位置付けられた事業の進捗状況の点検・評価及 

び達成状況の総括的な評価を行う。 

＊調査対象 平成２３年度の個別事業の進捗状況 

   ＊評価方法 各課の自己評価（事業目標を３段階に評価） 

     「○」 達成若しくは概ね達成したもの 
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村上市環境基本計画 環境指標及び数値目標 

（平成 23 年度進捗状況） 

 

1-1 山々の緑と水を大切にする 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

間伐等実施面積 
484ha 

（平成 20年度） 
683.25ha 

500ha 

（平成 28年度） 

防除区域内松くい虫被害面積 
0ha 

（平成 20年度） 
0ha 

0ha 

（平成 28年度） 

 

1-3 美しい海岸を大切にする 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

海岸の美しさに関する満足度

（アンケート調査） 

55.4％ 

（平成 22年度） 

－ 

(未実施) 

75.1％ 

（平成 32年度） 

 

1-4 野生の動植物を保護し、生息・生育環境を大切にする 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

有害鳥獣による被害面積（※） 
230.9ha 

（平成 21年度） 
218.9ha 

184.7ha 

：2割削減 

（平成 24年度） 

身近に見かける動植物の豊か

さに関する満足度（アンケ―ト

調査） 

58.9％ 

（平成 22年度） 

－ 

(未実施) 

79.5％ 

（平成 32年度） 

※ 「村上市鳥獣被害防止計画」（平成 22年 1月）より引用 

 

2-1 さわやかで気持ちの良い空気を守る（大気環境の保全） 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

光化学オキシダント注意報発

令件数 

0 件 

（平成 22年度） 
0件 

0 件 

（平成 32年度） 

空気のきれいさに関する満足

度（アンケート調査） 

67.0％ 

（平成 22年度） 

－ 

（未実施） 

84.5％ 

（平成 32年度） 

2-2 清らかなおいしい水を守る（水環境の保全） 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

BOD等の環境基準達成率 
100％ 

（平成 21年度） 
100％ 

100％ 

（平成 28年度） 

水のきれいさに関する満足度

（アンケート調査） 

60.4％ 

（平成 22年度） 

－ 

（未実施） 

80.2％ 

（平成 32年度） 

上水道水質基準適合率 
100％ 

（平成 21年度） 
100％ 

100％ 

（平成 28年度） 

上水道普及率 
96.3 

（平成 20年度） 
98.7％ 

98.5％ 

（平成 28年度） 

 

水洗

化率 

公共下水道 
52.0％ 

（平成 20年度） 
62.5％ 

71.3％ 

（平成 28年度） 

集落排水 
75.4％ 

（平成 20年度） 
76.0％ 

83.2％ 

（平成 28年度） 

合併処理浄化槽 
74.1％ 

（平成 20年度） 
－ 

79.5％ 

（平成 28年度） 

 

2-3 土壌と地下水の安全を守る 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

新たな土壌・地下水汚染発生件

数 

0 件 

（平成 22年度） 
0件 

0 件 

（平成 32年度） 

 

2-4 静かで落ち着いた環境を守る 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

市道改良率 
68.0％ 

（平成 20年度） 
69.1％ 

69.0％ 

（平成 28年度） 

家のまわりの静けさに関する

満足度（アンケート調査） 

69.9％ 

（平成 22年度） 

－ 

(未実施) 

84.3％ 

（平成 32年度） 
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2-5 安全・安心な生活を確保する 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

化学物質による環境汚染事故

の発生件数 

0 件 

（平成 22年度） 
0件 

0 件 

（平成 32年度） 

浸水被害区域の解消率 

[浸水被害解消区域面積] 

5.8％ 

[0.4ha] 

（平成 20年度） 

－ 

97.4％ 

[6.8ha] 

（平成 28年度） 

 

2-6 ごみや汚れのない美しいまちを創造する 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

クリーン作戦や一斉清掃の実

施回数 

80 回 

（平成 20年度） 
83回 

80 回 

（平成 28年度） 

地域の清潔さに関する満足度

（アンケート調査） 

28.5％ 

（平成 22年度） 

－ 

(未実施) 

64.2％ 

（平成 32年度） 

 

2-7 資源を大切にする循環型社会を作る 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

１人１日あたりのごみ排出量

（※） 

795.9ｇ/人･日 

(平成 20 年度) 
1059.0ｇ/人･日 

795.0ｇ/人･日 

：－0.1％ 

(平成 27 年度) 

１人１日あたりの家庭から排

出されるごみの量（※） 

656.8ｇ/人･日 

(平成 20 年度) 
770.1ｇ/人･日 

566.8ｇ/人･日 

：－13.7％ 

(平成 27 年度) 

事業系ごみの総量（※） 
8,071.0ｔ/年 

（平成 20年度） 
7,771.0t/年 

6,849.0ｔ/年 

：－15.1％ 

（平成 27年度） 

リサイクル率（※） 
14.4％ 

（平成 20年度） 
14.0％ 

26.8％ 

（平成 27年度） 

最終処分量（※） 
2,610.0ｔ/年 

（平成 20年度） 
2,561.0t/年 

1,084.4ｔ/年 

：－58.4％ 

（平成 27年） 

※ 数値は「村上地域循環型社会形成推進地域計画」より引用（関川村分を含む） 

 

3-1 歴史と伝統を継承し、新たな文化を創造する 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

町並みの美しさに関する満足

度（アンケート調査） 

50.2％ 

（平成 22年度） 

－ 

（未実施） 

73.8％ 

（平成 32年度） 

 

3-2 快適な暮らしと生活空間を創造する 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

市民一人あたりの都市公園数

面積 

21.85 ㎡ 

（平成 22年度） 
21.90㎡ 

24.37 ㎡ 

（平成 32年度） 

 

4-1 地球温暖化対策を推進する 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

温室効果ガスの年間総排出量 

463.2千 t-CO2 

（平成 2 年 

  ；1990年） 

－ 

458.7 千 t-CO2 

（平成 32年 

   ；2020年） 

公用車の低公害車導入台数 
53 台 

（平成 21年度） 
－ 

150台 

（平成 32年度） 

 

5-2 環境教育・環境学習の実施 

環境指標 現況値（計画時） 平成 23 年度 目標値 

「こどもエコクラブ」の登録件

数 

1 件 

（平成 22年度） 
1 件 

10 件 

（平成 32年度） 

クラインガルテン利用者数 
0 人 

（平成 20年度） 
延べ 533 人 

延べ 3000人 

（平成 28年度） 

  

 



○ △ × 計

1 30 10 14 54
1-1 8 4 1 13

1-1-1 0 2 0 2

①

国・県と協力し、安定的な植生・生態系調査を実施し、森林の整備・保全
を目的とし、かつ林業振興策にも配慮した総合的な対策の検討を行いま
す

△ 0 1 0 1

②
環境保全地域の指定地内における植生については、開発等の影響を受
けないように特に留意し、生態系の保護に努めます △ 0 1 0 1

1-1-2 8 2 1 11

①

村上市森林整備計画等に基づき、計画的かつ適正な森林整備（造林、保
育、草刈り、雪起し、間伐等）を推進するとともに、市行造林地の適正な管
理により、森林の持つ公益的機能の強化を図ります

○ 1 0 0 1

②
アドプト制度等を活用した森林ボランティアの検討を行うなど、地域ぐるみ
の里山の森林整備活動の強化を図ります ○ 1 0 0 1

③
山地災害の未然防止対策と林業の健全な育成と併せて、森林の公益的
機能が十分に発揮されるように、積極的な治山事業の導入を図ります ○ 1 0 0 1

④
山岳地及び里山の開発に対しては、森林の生態系や景観などへの配慮
について指導します ○ 1 0 0 1

⑤
本市内に生育する巨木・老木の現況を把握し、その保護に努めるととも
に、学習の場としての利用についても検討を行います × ○ 1 0 1 2

⑥
地域住民を対象とした勉強会や小中学校と連携した森林整備体験等を
通じて、森林整備の重要性と方法についての啓発活動を推進します △ 0 1 0 1

⑦

漁業・林業関係者、地域住民、緑の尐年団が中心となって行われてきた
三面川の「さけの森林づくり」等、ボランティア森林整備の活動をさらに促
進していきます

○ ○ 2 0 0 2

⑧
国・県と協力し、松くい虫被害に対する防除を実施し、森林の保全に努め
ます ○ 1 0 0 1

⑨
森林資源の保護と森林の持つ公益的機能の周知を図るとともに、森林公
園など、人と森林のふれあいの場の整備・活用を推進します △ 0 1 0 1

1-2 8 2 2 12
1-2-1 4 1 0 5

①
河畔や河床に生育する樹木を保護し、野生の動植物の生息・生育に適し
た水辺環境の整備を推進します ○ 1 0 0 1

②

漁業・林業関係者、地域住民、緑の尐年団が中心となって行われてきた
三面川の「さけの森林づくり」等、ボランティア森林整備の活動をさらに促
進していきます

○ ○ ○ 3 0 0 3

③ 三面川河口の「魚つき保安林」を適正に保全していきます △ 0 1 0 1

1-2-2 4 1 2 7

①

河川や海岸の整備にあたっては、安全性の確保のみならず、地下水の涵
（かん）養、多様な生態系の保全、地域に特有な自然景観の再生・創出に
配慮します

○ △ 1 1 0 2

②
国・県と協力し、市民が安全で快適に水辺に親しみ、水辺環境を理解でき
るような親水空間の整備を推進します ○ × 1 0 1 2

③ 水辺を活用した自然体験活動の充実を図ります ○ ○ × 2 0 1 3

1-3 3 1 6 10
1-3-1 2 1 3 6

①

「笹川流れ」に代表される岩石海岸の美しい自然景観を保護するため、住
宅、道路、観光施設の整備にあたっては、計画・設計において自然環境
や地形の変更を最小限にとどめるように配慮します

○ × 1 0 1 2

②
瀬波海岸に代表される砂浜海岸の美しい白砂青松の風景、自然景観の
再生と保全を図るため、国・県と協力し、海岸浸食の防止に努めます

△ × 0 1 1 2

③
国・県と協力し、河川による土砂堆積量を適正に維持することによる侵食
の進んだ砂浜海岸の再生と復元について検討を行います

○ × 1 0 1 2

1-3-2 1 0 3 4
① 国・県と協力し、海岸林に対する松くい虫の防除に努めます ○ 1 0 0 1

②
河口付近の抽水植物や海岸線に生育する海浜植物を保護するため、生
育状況の定期的な調査を行います × 0 0 1 1

③

海岸部において新たに開発を行う場合には、生育地を避けるなど配慮す
るとともに、市民、事業者、団体等と行政との連携を密にし、情報を共有し
ます

× 0 0 1 1

④
既存の生育地に対しては、保護地区を設定するなどの復元対策を検討し
ます × 0 0 1 1

1-4 6 1 5 12
1-4-1 0 1 0 1

①

保護すべき貴重な野生動植物の生物種及び生息・生育地について、本
市独自の基準や指定を検討するなど、絶滅が危惧される野生動植物の
保護に努めます

△ 0 1 0 1

1-4-2 1 0 2 3

①
開発や造成による生息・生育地の減尐、環境悪化などの影響が回避ある
いは低減されるように、開発事業者への監視及び指導を強化します ○ 1 0 0 1

②

国・県と協力し、野生動植物の違法な駆除・捕獲・売買、山野草の乱獲、
海浜植物の踏み荒らしや外来種の移入など、生態系に影響を及ぼす行
為を排除し、生物多様性の確保に努めます

× 0 0 1 1

③

野生動植物及びその生息・生育環境の保護等を通じて生物多様性の保
護に貢献している市民団体、NPOの活動状況などを広報やホームページ
で紹介するなど、支援を行います

× 0 0 1 1

1-4-3 3 0 1 4

①

村上市都市計画マスタープランに基づいて本市の都市計画を実行するに
際して、”水とみどりの整備方針”にうたわれた自然環境の公益的機能の
保全とともに、野生の動植物との共生にも配慮します

○ 1 0 0 1

②

里山や農地で見られる野生の動植物の生息・生育環境の保全・再生・創
出を図るため、自然環境に配慮した農・林道、かんがい排水等の整備を
推進するとともに、不耕起田や冬期湛水田の取り組みについての検討を
行います

× 0 0 1 1

③

海面漁業に関して、魚類の個体数・種数の確保と漁獲物の付加価値の向
上を目的として、生産量及び漁獲量の自主的な制限などの資源管理型
漁業の取り組みを推進します

○ 1 0 0 1

④
“つくり育てる漁業”を目指して、栽培漁業や海面養殖業の検討を行いま
す ○ 1 0 0 1

1-4-4 2 0 2 4

①

湖沼等におけるブラックバス類（オオクチバス、コクチバス）とブルーギル
等の魚類の生息状況を把握するとともに、生息が確認された場合には、
駆除に関して検討を行います

× 0 0 1 1

②
セイタカアワダチソウ等の外来植物が大量に生育する河川敷や道路脇で
は、国・県と協力して、刈り取りや抜根などの対策を講じます × 0 0 1 1

③
新たな外来植物の大量発生を防止するため、耕作放棄地の解消に向け
た農業生産基盤の整備を推進します ○ 1 0 0 1

④

ニホンザル、ハクビシン、ツキノワグマによる農作物への被害を防止する
ため、村上市鳥獣被害防止計画に基づいて、捕獲（駆除）や有害鳥獣を
誘引しにくい集落の整備等に努めます

○ 1 0 0 1

1-5 5 2 0 7
1-5-1 3 1 0 4

①
村上市農村環境計画に基づいて、農地及び農村における環境保全を推
進します ○ 1 0 0 1

②

害虫の発生を防止し、快適で豊かな農村環境を保全するため、耕作放棄
地の拡大防止、保水能力の向上など、農地の持つ環境保全機能の確保
に向けた農業生産基盤の整備を推進します

○ 1 0 0 1

③

耕作放棄地の拡大防止を目的とし、農家の担い手不足の解消と農業生
産力の向上を視野に入れ、事業者等による農業への参入や農業法人の
設立等を促進します

△ 0 1 0 1

④
農村公園や農村環境改善施設の整備などにより、農村環境の保全に努
めます ○ 1 0 0 1

1-5-2 2 1 0 3

①
農業関係団体と協力し、農薬や化学肥料の使用を抑えた環境に配慮した
農業の支援・指導を実施します ○ 1 0 0 1

②
食の安全・安心とこれにつながる農産物のブランド化を目指して、農産物
の高付加価値化や地産地消の取り組みを推進します △ 0 1 0 1

③
神林有機資源リサイクルセンター、朝日有機センターの利用促進などに
より、適正な家畜糞尿処理及び資源循環型農業を推進します ○ 1 0 0 1

2 28 16 10 54
2-1 5 3 3 11

2-1-1 4 1 3 8

①
事業施設の大気汚染防止を図るため、事業者および関係機関との連携
により、ばいじん対策等、施設の監視指導を徹底します × 0 0 1 1

②

現在県で実施されている継続的な大気質調査に基づいて、大気の状況を
監視し、光化学スモッグ注意報の発令時等、大気汚染が発生した場合に
は、速やかに原因を究明するとともに、市民への情報提供を行います

○ 1 0 0 1

③
大気汚染防止の観点から、道路整備を推進するとともに、自動車排出ガ
ス規制の取り組みについて検討します × 0 0 1 1

④
基準を満たさない小型簡易焼却炉の使用禁止や野焼き等の不法焼却の
禁止を周知徹底し、監視や指導を強化します ○ 1 0 0 1

⑤
大気汚染防止を目的として、日常生活や事業活動におけるアイドリングス
トップの励行を推進します ○ ○ △ 2 1 0 3

大気汚染の防止

農村の自然環境を大切にする

自然豊かな農地の保全

環境に配慮した農業の推進

清潔で安全・安心な生活の中で資源の循環を追及する

さわやかで気持ちの良い空気を守る（大気汚染の保全）

野生の動植物を保護し、生息・生育環境を大切にする

貴重な野生動植物の保護

生物多様性の確保

人と野生の動植物との共生

外来種及び鳥獣被害対策の推進

海岸植物の保護

緑豊かな山々と美しい水辺のあり自然と親しみ自然と共生する

山々の緑と水を大切にする

森林の植生と生態系の保護

山岳地及び里山の森林整備

川や湖沼の水辺と親しみ、これを大切にする

水辺の生態系の保護

親しみやすい水辺環境の整備

美しい海岸を大切にする

海岸地形の保全

参考資料
村上市環境基本計画　進捗管理調査一覧表（平成２３年度）

商工観光課水道局政策推進課生涯学習課施　策　の　目　標　・　方　針 都市整備課学校教育課 農林水産課 集計総務課環境課財政課自治振興課下水道課
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村上市環境基本計画　進捗管理調査一覧表（平成２３年度）

商工観光課水道局政策推進課生涯学習課施　策　の　目　標　・　方　針 都市整備課学校教育課 農林水産課 集計総務課環境課財政課自治振興課下水道課

⑥

大気汚染防止の取り組みにより澄んだ空気と見通しの良さを確保し、併
せて近隣市とも協力して夜間の照明、特に上向きの照明を極力減らすな
どにより、光害の発生を抑制します

× 0 0 1 1

2-1-2 1 2 0 3

①
悪臭防止法に基づき、事業活動により発生する悪臭発生の抑制を図りま
す △ 0 1 0 1

②
下水道への接続促進や合併処理浄化槽の設置促進により、生活排水等
から発生する悪臭の低減を図ります ○ 1 0 0 1

③

畜舎から発生する悪臭については、“家畜排せつ物の管理の適正化及び
利用の促進に関する法律”に基づき適正に管理が行われるように指導し
ます

△ 0 1 0 1

2-2 6 3 0 9
2-2-1 2 2 0 4

①
事業施設の水質汚濁防止を図るため、事業者および関係機関との連携
により、施設からの排水について監視指導を徹底します △ 0 1 0 1

②

国・県と協力し、河川等公共用水域の水質検査を継続的に実施し、安全・
安心な水質の保全に努めるとともに、水質汚濁が発生した場合には、速
やかに原因を究明し、対策を講じます

○ 1 0 0 1

③
下水道への接続促進や合併処理浄化槽の設置促進により、生活排水等
が原因となる水質汚濁の発生を抑制します ○ 1 0 0 1

④
水環境の保全意識の向上と保全活動の促進を図るため、周知と情報提
供を推進します △ 0 1 0 1

2-2-2 2 0 0 2

①
村上市水道ビジョン等に基づき、水質のレベルアップを図るなど、良質な
水の供給に努めます ○ 1 0 0 1

②
上水道の水源地に関して開発行為等の状況の変化に留意し、定期的な
パトロールや監視を行います ○ 1 0 0 1

2-2-3 2 1 0 3

①
公共下水道未普及区域のある村上地区、荒川地区について、下水道整
備を実施し、処理区域の拡大を推進します ○ 1 0 0 1

②
公共下水道事業完了地区及び集落排水事業完了地区の水洗化を促進し
ます △ 0 1 0 1

③
下水道整備予定区域外の地域において、汚水処理対策としての合併処
理浄化槽の普及を促進します ○ 1 0 0 1

2-3 2 2 1 5
2-3-1 0 1 1 2

①

既往の土壌汚染地域に対して、モニタリング調査を継続し、その結果を公
表するとともに、事業者や地域住民への啓発活動を通じて、新たな土壌
汚染の発生を未然に防止します

× 0 0 1 1

②
農薬の使用状況を把握するとともに、農薬の適正使用について啓発に努
めます △ 0 1 0 1

2-3-2 2 1 0 3

①
事業施設の地下水汚染防止を図るため、事業者および関係機関との連
携により、施設からの排水について監視指導を徹底します。 ○ 1 0 0 1

②

県と協力して、定期的な地下水水質調査を実施し、その結果を公表する
とともに、地下水汚染が発生した場合には、速やかに原因を究明し、対策
を講じます

○ 1 0 0 1

③
良質な地下水を確保し、地下水位の低下を防ぐため、地下水の涵（かん）
養に努めるとともに、井戸の使用状況について把握します △ 0 1 0 1

2-4 1 1 1 3
2-4-1 1 1 1 3

①
騒音規制法、振動規制法及び新潟県生活環境の保全に関する条例に基
づき、適正に監視、指導を行います ○ 1 0 0 1

②
現在の市街地や集落の静かで落ち着いた環境を守っていくため、日常生
活や事業活動に伴う近隣騒音の発生を未然に防止します △ 0 1 0 1

③

日本海東北沿岸自動車道を含む幹線道路に対して、定期的な騒音・振動
調査を実施し、その結果を公表するとともに、騒音・振動公害が発生した
場合には、速やかに原因を究明し、対策を講じます

× 0 0 1 1

2-5 3 1 2 6
2-5-1 1 0 1 2

①
県と協力し、有害化学物質を使用する事業所における廃棄物の処理状況
等の情報収集を行います × 0 0 1 1

②
化学物質による環境汚染事故が発生した場合には、県と連携して迅速な
対策を講じます ○ 1 0 0 1

2-5-2 2 1 1 4
① 山地災害の未然防止対策として、積極的な治山事業の導入を図ります。 ○ 1 0 0 1

②
河川の災害危険箇所の把握に努め、河川災害の未然防止となる整備を
推進します

× 0 0 1 1

③
平野部の浸水被害多発区域については、重点的に整備を進め、豪雨時
における浸水被害の解消を図ります

△ 0 1 0 1

④
国・県と協力し、河川における土砂堆積や草木の繁殖による河積の減尐
を防止します

○ 1 0 0 1

2-6 5 4 2 11
2-6-1 1 2 2 5

①
不法投棄巡回パトロールを定期的に実施し、防止対策、意識啓発、不法
投棄ごみの処分等の方策を検討します △ 0 1 0 1

②

不法投棄箇所に対しては、状況に応じて柵・フェンス等の防止対策を施す
とともに、不法投棄の再発防止のため看板等を設置して注意を喚起しま
す

○ 1 0 0 1

③
不法投棄の現状を広報等により公開し、不法投棄防止に向けた啓発を行
います △ 0 1 0 1

④ 県等関係機関との連携を密にし、不法投棄物の処分を促進します × 0 0 1 1

⑤
不法投棄の温床となっている農道・林道、中山間地の渓床等に対処する
ため、地域住民との協力のもとに草刈等の防止活動を行います × 0 0 1 1

2-6-2 3 1 0 4

①
村上市ごみの散乱等防止条例に従い、市民・事業者・行政の連携によ
り、ごみの散乱防止に努めます ○ △ 1 1 0 2

②
空缶・空きびん・ペットボトルからたばこの吸殻に至るまで、屋外で生じた
ごみは必ず持ち帰り、適正に分別・処理します ○ 1 0 0 1

③
フンの始末を始めペットの飼い方について飼い主としての意識の向上啓
発を行います ○ 1 0 0 1

2-6-3 1 1 0 2

①
クリーン作戦の実施や、清掃活動を支援するなど、地域住民や民間団
体、事業者及び行政との協働による継続的な環境美化活動を促進します ○ 1 0 0 1

②
雑草・雑木が繁茂する空き地や耕作放棄地に対処するため、空き地所有
者による管理を促すとともに、農業生産基盤の整備を推進します △ 0 1 0 1

2-7 6 2 1 9
2-7-1 4 2 0 6

①
循環型社会形成を実現するため、一般廃棄物処理基本計画に基づい
て、３R（ごみの発生抑制や再使用、再生利用）を推進します ○ ○ △ 2 1 0 3

②

日常生活や事業所の事業活動により発生する一般廃棄物について、マイ
バッグ運動やレジ袋対策等による減量化の取り組みと正しい分別により、
排出量の減量とリサイクル率の向上を促進します

○ ○ 2 0 0 2

③ 広報やホームページ、各種イベント等を通じた３Rの普及を促進します △ 0 1 0 1

2-7-2 2 0 1 3
① 現在（平成22年度）計画中の新ごみ処理場の建設を促進します ○ 1 0 0 1

② 一般廃棄物処理基本計画に基づいて、ごみの適正処理を推進します ○ 1 0 0 1

③

災害発生時における災害廃棄物の処理に適切かつ迅速に対応するた
め、災害廃棄物処理計画を策定し、平常時から関係機関と連携して、被
災時における廃棄物処理体制を構築します

× 0 0 1 1

3 14 6 4 24
3-1 5 3 1 9

3-1-1 4 0 0 4

①
文化財保護法及び新潟県文化財保護条例・村上市文化財保護条例に基
づき、指定文化財を適正に保護します ○ 1 0 0 1

②
本市のランドマークである史跡村上城跡・平林城跡の保存・整備を促進し
ます ○ 1 0 0 1

③ 祭事等の伝統行事の継承と観光への活用を支援します ○ 1 0 0 1

④

埋蔵文化財（遺跡）は、適正に保存もしくは記録保存された後、出土品を
適切に保管するとともに、展示による一般公開や講座の開催等を通じ
て、地域住民の郷土史理解と愛郷心の醸成を図ります

○ 1 0 0 1

3-1-2 1 1 0 2

①
史跡村上城跡・平林城跡とその周辺の自然景観との調和に配慮し、歴史
景観の保全を推進します △ 0 1 0 1

②
指定文化財の寺社及び武家住宅等の保存・修理に対する支援を行い、
適切な保全を図ります ○ 1 0 0 1

3-1-3 0 2 1 3

①
景観形成地区においては、歴史的町並みの風景を維持・継承しながら、
良好な住環境の形成に努めます

△ △ × 0 2 1 3

3-2 9 3 3 15

街並みの保全と創造

快適な暮らしと生活空間を創造する

廃棄物の適正処理の促進

歴史と伝統のある地域社会の中で快適な暮らしを創造する

歴史と伝承を継承し、新たな文化を創造する

文化財の保護

ごみや汚れのない美しいまちを創造する

ごみの不法投棄の撲滅

ごみの散乱防止

環境美化活動の促進

資源を大切にする環境社会を作る

歴史景観の保全

自然災害の防止

清らかなおいしい水を守る（水環境の保全）

水質汚濁の防止

上水道の整備及び水源地の保全

下水道の整備

土壌と地下水の安全を守る

土壌汚染の防止

地下水汚染の防止

静かで落ち着いた環境を守る

騒音と振動の軽減

安全・安心な生活を確保する

化学物質による環境汚染の防止

悪臭の発生抑制

３Ｒの普及促進
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村上市環境基本計画　進捗管理調査一覧表（平成２３年度）
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3-2-1 3 0 0 3

①
都市公園、児童公園、中州公園等を清潔で安全・快適な状態で維持でき
るよう、適切な管理を行います

○ ○ ○ 3 0 0 3

3-2-2 1 1 1 3
① 公共施設のバリアフリー化を推進します ○ × 1 0 1 2

②
道路整備にあたっては、歩道上の通行支障物の撤去や移動、路肩の拡
幅などを進め、安全・安心で人に優しい歩行空間を確保します

△ 0 1 0 1

3-2-3 5 2 2 9

①
アドプト制度の活用等、地域住民を主体とした身近な公園の管理につい
て検討を行います

○ ○ △ 2 1 0 3

② 花壇やプランターを利用した身近な緑化を推進します ○ ○ × △ 2 1 1 4

③
並木の植栽や壁面緑化、緑のカーテンなど、豊かな自然環境を保全・育
成・活用した心地よい生活空間の創出を推進します

○ × 1 0 1 2

4 7 7 7 21
4-1 6 5 2 13

4-1-1 3 1 0 4

①
村上市地球温暖化対策実行計画に基づいて、市全体及び行政の事業に
より発生する温室効果ガスの排出量削減を推進します ○ ○ 2 0 0 2

②
市街地間の移動に関しては、公共交通機関の優先的な利用を促進する
とともに、ノーマイカーデーの実施について検討を行います。 ○ 1 0 0 1

③
公用車の導入・更新にあたっては、ハイブリッド自動車等の温室効果ガス
排出量の尐ない車種を選定します △ 0 1 0 1

4-1-2 3 2 1 6

①
節電やエコドライブなど、日常生活や事業活動の中で身近に実行できる
省エネルギー・省資源の事例を紹介し、その取り組みを支援します ○ 1 0 0 1

②

風力・太陽光発電などの新エネルギーの普及を図るため、国・県・市によ
る支援制度や導入メリットなどの情報提供を行うとともに、公共施設にお
いて率先的な導入を図ります

△ 0 1 0 1

③

自然環境への負荷の軽減や省エネルギー・新エネルギーの導入に積極
的に取り組んでいる事業所・団体の取り組み事例を広報やホームページ
を通じて広く紹介します

○ 1 0 0 1

④
環境マネジメントシステム（ISO14001、エコアクション21）の認証を取得し
た事業者の増加を促進するため、本市内事業者への周知を図ります ○ 1 0 0 1

⑤
農業廃棄物（稲わら、もみ殻、畜糞等）や食品残渣等のバイオマスを利用
した新エネルギーの導入を推進します △ 0 1 0 1

⑥
おがくずや間伐材等を利用したチップボイラーやペレットストーブの導入
に関して検討を行います × 0 0 1 1

4-1-3 0 2 1 3

①
森林の持つ二酸化炭素吸収源機能の周知を図るとともに、適正な森林整
備を推進します △ △ 0 2 0 2

② カーボンオフセット事業の導入に関して検討を行います × 0 0 1 1

4-2 0 0 3 3
4-2-1 0 0 3 3

①
オゾンホールや酸性雨発生に関する最新情報を収集・開示することによ
り、市民の意識啓発に努めます × 0 0 1 1

②

フロン回収・破壊法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法に基づいて、
業務用冷凍空調機器、冷蔵庫、エアコン、自動車などの適正処理に関し
て啓発を行います

× 0 0 1 1

③
酸性雨の発生防止を目的として、原因物質の排出抑制に関して啓発を行
います × 0 0 1 1

4-3 1 2 2 5
4-3-1 1 2 2 5

①
河川及び海岸へのごみの不法投棄を撲滅することにより、本市内からの
ごみの排出と漂流を防止します ○ △ 1 1 0 2

②

国籍不明の海岸漂着物等による危険を回避するため、日本海側他市町
村との情報交換や日本海沿岸諸国からの情報収集に努めるとともに、発
見時の関係機関への迅速な報告と市民への的確な情報伝達を実施しま
す

△ × 0 1 1 2

③
国際的な取り組みの一環として、海外の日本海沿岸諸市へ向けた海岸
漂着ごみ対策を含めた海洋汚染防止のメッセージを発信します × 0 0 1 1

5 12 15 13 40
5-1 1 3 3 7

5-1-1 1 2 1 4

①
行政から、環境に関する積極的な情報公開と、分かりやすい情報提供を
行います △ × 0 1 1 2

②

地域や市民団体等で既に行われている協働の取り組みや環境保全活動
の様子について、積極的に紹介していくなど、市民相互の情報共有や交
流につながる取り組みについても推進していきます

○ △ 1 1 0 2

5-1-2 0 1 2 3

①
市民、事業者、行政からなる（仮称）村上市環境保全協議会を立ち上げ、
環境の保全に関わる主体間の良好なパートナーシップの形成を図ります × 0 0 1 1

②
環境の保全に関する取り組みを地域ぐるみで実行できるように、地域コ
ミュニティーの強化を図ります △ 0 1 0 1

③
環境の保全に関する施策についての市民の意見を積極的に取り入れる
ため、パブリックコメント制度を活用します × 0 0 1 1

5-2 11 12 9 32
5-2-1 4 3 4 11

①
学校教育においては、「郷育のまち・村上」を通じて地域の自然環境及び
生活環境への関心を深め、環境教育を積極的に推進します

△ 0 1 0 1

②

市民団体や小中学校との連携を図りながら、体系的な環境学習プログラ
ムを作成するとともに、市が計画する出前講座の制度を活用して、環境
学習を積極的に推進します

○ × 1 0 1 2

③

既に実施されてきた森林整備体験等の環境体験学習に加えて、自然観
察会や環境関連施設見学会などの新たな環境学習プランについて、検
討を行います

× 0 0 1 1

④ 環境学習をサポートするボランティア活動を支援します ○ △ 1 1 0 2

⑤
総合学習等で川や里山の生きもの調べやビオトープづくりなど、自然体
験による環境教育を推進します

△ ○ × 1 1 1 3

⑥
緑の尐年団の活動推進やこどもエコクラブの創設など、小中学生を対象
とした参加型の環境保全活動をさらに促進していきます ○ × 1 0 1 2

5-2-2 2 1 4 7

①
地域における環境保全活動のリーダーや環境保全に関わる市民団体の
育成を図ります。 ○ × 1 0 1 2

②

環境保全活動のリーダー、市民団体、事業所の環境担当者、学校の教職
員等を対象とした講習会を開催し、環境保全への意欲の増進と協働につ
いて理解を図ります

○ × 1 0 1 2

③ 環境フェスタ等、各種イベントを開催し、啓発活動の推進を図ります △ 0 1 0 1

④ 村上市の自然環境に関する解説書を作成します × 0 0 1 1

⑤
村上市の環境の現状と課題について、広報やホームページを通じて情報
を公開します × 0 0 1 1

5-2-3 5 8 1 14

①

学校・保育園の給食における地場産農林水産物の使用、各種団体等に
よる農業体験や地場産農産物を使った料理教室の開催など、家庭・学
校・地域が一体となり、地元の新鮮で安全安心な農林水産物を利用した
食生活や健康づくりを推進します

△ ○ ○ 2 1 0 3

②

村上市地産地消推進計画に基づき、安全・安心な農産物の提供と地産
地消を実現するため、環境に配慮した農業を実践している生産者との連
携を強化します

△ △ 0 2 0 2

③
地元産農林水産物の市内消費の拡大と安定供給が可能となる消費・生
産システムを構築します ○ △ 1 1 0 2

④

農林漁業体験及び生業（なりわい）体験、グリーンツーリズムを通じて、都
市と農村との交流を推進するとともに、地元産食材への関心を高めてい
きます

○ ○ × 2 0 1 3

⑤
農商工連携により、本市固有の豊かな地域資源を活用したコミュニティビ
ジネスの起業と振興を図ります △ 0 1 0 1

⑥
地元産材を利用した遊歩道・散策路の整備、住宅・家具・調度品等の生
産を推進します △ △ 0 2 0 2

⑦
村上市観光振興計画に基づき、グリーンツーリズムやエコツーリズムの
取り組みを推進します △ 0 1 0 1

5-3 0 0 1 1
5-3-1 0 0 1 1

①
本計画中の各施策・事業ごとに工程表を作成し、進捗管理計画を策定し
ます × 0 0 1 1

②
本計画の進捗状況等を年次報告書としてとりまとめ、その情報を公開しま
す 0 0 0 0

5-3-2 0 0 0 0

①
市民、事業者、行政からなる（仮称）村上市環境基本計画進捗管理委員
会を立ち上げ、本計画の確実な推進を図ります 0 0 0 0

91 54 48 193合　　　　計

ごみによる海岸汚染防止を推進する

海岸漂着ごみ対策の推進

環境の保全に市民・事業者・行政が一体となって取り組む

協働体制の確立

計画進捗管理委員会の設立

主体間における環境情報の共有化

主体間の良好なパートナーシップの形成

環境教育・環境学習の実施

環境教育・環境学習の積極的な推進

環境問題に対する意識啓発の推進

食育と地産地消の推進

計画の進捗管理体制の整備

進捗管理計画

温室効果ガス排出量の削減

省エネルギー・新エネルギー対策の推進

二酸化炭素吸収源対策の推進

オゾン層の保護と酸性雨対策を推進する

オゾン層の保護と酸性雨の防止

市民が憩える公園や広場の整備

快適で人にやさしい生活環境の整備

身近な緑の整備（緑化の推進）

地域から世界を考え地球環境の保全に取り組む

地球温暖化対策を推進する
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